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     特許権の効力 

１．特許権の発生と維持 

２．特許権の効力 

３．特許発明の技術的範囲 

４．特許権の効力の制限 

５．専用実施権と通常実施権 

６．特許権の活用 

 



  特許権の発生と維持／消滅 

１．特許権の発生（§108） 

特許査定後３年分の特許料を一括納付 

   特許原簿への「特許権の設定の登録」＝「特許権」の発生 

２．特許権の存続期間（§67）  

・特許出願の日から２０年で終了。 

・延長登録出願(最長５年の不実施期間） 

 医薬品、医薬部外品（薬事法）、農薬(農薬取締法)製造承認 

３．特許権の維持／消滅（§108-2） 

 第４年以降の特許権維持   特許料（年金）の納付が必要 



特許権の発生 

（工業所有権情報・研修館研修用テキストより) 

3年分を 
一括納付 

特許原簿 



特許権の存続期間 

新しい「出願」から２０年  不実施期間     
最大５年   

日
本
出
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延
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登
録
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外
国
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優先権主張
（１年） 

 
 

 

最
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本
出
願 

   国内優先権主張又 

   は優先権主張した 

   日本出願 

   PCT出願の指定国 

   としての日本出願 

 
P
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医薬品、化粧品
農薬の場合 

新しい「出願」
の始まり 

（§67-1） （§67-2） 



薬事法上の存続期間延長例 

新
薬
開
発 

臨
床
試
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承
認
申
請 

製
造
承
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特
許
登
録 

特
許
出
願 

不実施期間 

延
長
登
録
出
願 

２０年 ＋最大５年 

不実施期間分の
存続期間延長 

＜出願手続＞ 

＜新薬承認手続＞ 

   存続期間
満了６月前 ３月 



   特許権の効力（§６８） 

「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を 

専有する。（§６８）」  

 ただし、専用実施権者を設定した場合、その専有実施権の範囲 

は除かれる。 

 

「業として」 ・・・個人的なものではなく「業」であること。 

「特許発明」 ・・・特許を受けていること 

「発明の実施」・・・発明のカテゴリーによる（§２－３） 



発明のカテゴリーと特許権の及ぶ範囲 

発 

明 

   物の発明    
（含プログラム） 

 方法の 

  発明 

物を生産する 

方法の発明 

物の生産を 

 伴わない 

方法の発明 

当該物の生産、使用、譲渡等、 

輸出・輸入又は譲渡等の申出 

をする行為、 

プログラムの電気回線を通じ 

た提供をする行為 

当該方法の使用、 

当該方法により生産した物の 

使用、譲渡等、輸出・輸入等 

の申出をする行為 

当該方法を使用する行為 

特許法第2条第3項（発明の実施） 



権利取得の観点 

権利行使の観点（特許法第70条） 

• 従来技術との差異が明確になっているか 

• 発明の詳細な説明（実施例）によりサポートされて
いるか 

• 明細書は当業者が実施可能に記載されているか 

• 権利の及ぶ範囲を規定するもの 

• 特許権を行使したい対象に漏れはないか 

特許請求の範囲の役割 



特許請求の範囲の役割と特許法の条文 

発 明 

特許請求の範囲 

  （36条） 

  特許発明の 
技術的範囲 

  （70条） 

特許権の効力 

  （68条） 

被告製品・被告方法 

  （イ号物件） 

発明の記述 

審査 

特
許
査
定 

侵害 



明細書 

実施例 

特許権 

特許請求の範囲 

審査官 

審判官 

裁判官 

審判官 

裁判官 

当業者 

（競合会社） 

＜査定系＞ 

＜無効・侵害系＞ 

特許請求の範囲の評価 

(技術的範囲） 



判例１：「リパーゼ事件」最高裁平3.3.8判決 
 最高裁昭62(行ツ)第3号 審決取消請求事件 
 
「トリグリセリドの測定方法」の発明 

・特許請求の範囲は「リパーゼ」と記載、 

・明細書には特定の「Raリパーゼ」を使用する方法のみ 

が記載 

＜判示事項＞ 

「特許請求の範囲の記載の意義が一義的に明らかなと 

きは、発明の要旨認定につき発明の詳細な説明を参酌 

してはならない」 

（東京高裁では、特許請求の範囲の「リパーゼ」を「Raリ 

パーゼ」のみに限定解釈） 



特許発明の「技術的範囲」（§７０） 

１．特許発明の技術的範囲 
  ＝「特許請求の範囲」の記載に基づく(§70-1) 
 
２．特許請求の範囲の用語の意義の解釈 
      明細書、図面の記載を考慮(§70-2) 
      （除要約書：§70-3） 
 
３．出願経過を参酌する(＝包袋禁反言) 
 
４．公知技術を参酌する(出願時の技術水準) 

 



 練習問題 

特許請求の範囲： 

「断面が六角形（Ａ）の木製の軸（Ｂ）を有し、軸の表
面に塗料が塗られた（Ｃ）鉛筆（Ｄ）」 

（１) 断面が丸い木製の軸を有し、軸の表面に塗料
を塗った鉛筆 

（２）消しゴム付の断面六角形の木製の軸を有し、軸
の表面に塗料を塗った鉛筆 

（３）断面六角形の木製の軸を有し、軸の表面に塗
料を塗ったボールペン 

 



 均等論の５つの要件 
（最高裁平10.2.24判決「ボールスプライン軸受事件」 ） 
 
 １．特許発明と異なる部分が特許発明の本質的部分でない 

               （相違点が本質的部分ではない） 

２．異なる部分を対象製品等のものと置換しても、特許発明と同 

  一の目的が達成され、同一の作用効果を奏する  

               （置換による同一効果） 

３．対象製品等の製造時点において、当該置換を当業者が容易 

  に想到することができる   （置換容易性） 

４．対象製品等が、特許出願時の公知技術と同一又は当該技術 

  から当業者が容易に推考できたものではない （容易推考性） 

５．対象製品等が、特許発明の特許出願手続時に特許請求の範 

  囲から意識的に除外されたものでない   (意識的除外) 

 
 



特許発明と均等物 

特許発明 対象製品（イ号） 

対象製品が特許発明と均等物であるといえるためには？ 

①非本質部分 

②同一効果 

③置換容易 ④公知技術と
同一・容易で
はない 

⑤意識的除外
されていない 本質的

部分 
本質的
部分 



特許発明 

均
等
の
範
囲 

①本質的部分ではない 

④公知技術 

と同一・容易 

⑤意識的 

  除外 

③置換容易性 

②置換による同一効果 

特
許
発
明
と
均
等
の
範
囲 

特許権者の主張 ①②③ 

被告（侵害）側の主張 ④⑤ 



  特許権の効力の制限（１） 

特許権の効力が及ばない範囲（§６９） 
 

１．試験又は研究のためにする特許発明の実施 

２．単に日本国内を通過するに過ぎない船舶、航 

  空機又はこれらに使用する機械、器具、装置等 

３．特許出願の時から日本国内にある物 

４．医師又は歯科医師の処方せんにより調剤（２以 

  上の医薬を混合）する行為又は調剤する医薬 

 



試験研究のための特許発明の実施 

「膵臓疾患治療剤事件」平10(受)第153号 

Ｘ社（小野薬品工業） 後発メーカーＹ社 

メシル酸カモスタット 

膵臓疾患治療剤 

「フォイパン錠」 

①Ｙ製剤販売差止
②損害賠償 

原告 被告 

原告敗訴 

 京都地裁平9.5請求棄却 

 大阪高裁平10.5請求棄却 

 最高裁 平11.4.6上告棄却 

   

メシル酸カモスタット 

膵臓疾患治療剤 

 「Ｙ錠」 
 

Ｘ社特許期間満了 

臨床試験，製造承認申請 

  約２年６ヶ月 

Ｙ社製造販売 

H8.1.21 

H8.3.15 



 特許権の効力の制限（２） 

１．利用発明の場合（§７２）   特許権＝排他権 

  ・他人の特許発明、登録実用新案、登録意匠 

   （類似意匠）を利用する場合、 

  ・他人の意匠権、商標権と抵触する場合、 

   業としてその特許発明の実施をすることができない。 

２．「先使用権」による通常実施権（§７９） 

 特許出願の際現に日本国内においてその発明を実施 

 又は準備をしている場合 

３．特許権の「消尽（すっかり使い果たすこと）」 

 特許権者の二重利得を認めない。 



特許権は独占的排他権 

Ｘ社 Ｙ社 

Ｚ社 化学物質Ａ 

乳化剤（A) 抗癌剤（A) 

 抗癌剤
（Ａ＋Ｂ） 

Aの使用 

抗癌剤Aの使用 
抗癌剤Aの使用 

抗癌剤A＋Bの使用 

Aの使用 抗癌剤 
A+Bの使用 

：侵害 ｏｒ ライセンス契約 



 最高裁判例：「ＢＢＳ事件」  
最高裁平9.7.1判決 （平7（オ）第1988） 

 特許製品輸入の総代理店契約が締結されている場合 
に、国外で購入した商品を、別ルートで並行輸入し販売 
の輸入、販売差止め、損害賠償請求棄却。 
 ・・・「特許権の消尽」の規範とされる判例 
＜判示事項＞ 
① ドイツ特許権の「国際的な消尽」は否定（属地主義）。 
② 国内における「権利消尽の法理」は認容。 
 ・市場における商品の自由な流通が守られるべき 
   ドイツでの販売に際し、販売先、使用地域から我が 
   国を除外していない。 
 ・特許権者の二重利得を認める必要はない 
  

 



最高裁判例：「インクカートリッジ事件」 
 最高裁平19.11.8判決 （平18（受）第826号） 

使用済インクカートリッジの再利用が、「特許権の消尽」 

に相当するか否かの争い 

   特許権侵害を認め、輸入、販売の差止め及び廃棄 

＜判示事項＞ 

 使用済みインクタンク本体を利用して製品化された上 

告人製品は、加工前の被上告人製品と同一性を欠く特 

許製品が新たに製造されたと認めるのが相当 

 「権利消尽」するのは同一製品の場合、 

 「特許製品の新たな製造」の場合は対象外 

 

 



特許権の使用形態 

特許権 

実施権 
（ライセンス） 

専用実施権 

通常実施権 

非独占的通常実施権 

独占的通常実施権 

自己実施 

特許権の移転 

実施許諾 

譲渡 

  登録により
効力発生 

特許権者であっても 

実施できない 



佃製作所 
 佃航平 
  （元ロケットエンジン開発技術者） 

自動車用エンジン開発 

ロケット用エンジン開発 

特許
A 

特許
B 

特許
C 

ナカシマ工業 

特許
A’ 

特許侵害訴訟 ⑤ 

特許B侵害に対する   
和解金 50億円get  

 

＝損害賠償金の獲得 

和解 

帝国重工 

出願
C 

① 

② 

③ 

ロケット用部品の提供 

 ＝特許権の独占的使用 

特許Cの買取 

ライセンス契約 

特許権の使用形態例：下町ロケット 

「下町ロケット」 池井戸潤著 小学館 （2010 直木賞受賞） 

特許権の使い方 
①特許権の売買 

②実施権の設定（専用実施権） 
③特許権の独占的（自己）使用 

④特許侵害訴訟により損害賠償金の獲得 

（⑤訴訟で零細な優秀企業を傘下に）  

④ 

Ａ’による
提訴 

Ｂによる
反訴 



     今日のポイント 

１．特許権の発生・維持・消滅（特許料納付） 

２．特許権の効力と発明のカテゴリー 

３．特許発明の技術的範囲 

   特許請求の範囲（+明細書･図面の参酌,禁反言） 

４．特許権の効力の制限 

   試験・研究のための実施（含臨床試験） 

５．専用実施権と通常実施権 

６．特許権の活用 

 


